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令和６年度甲佐町国民健康保険特別会計補正予算 （第２号） 

 

  令和６年度甲佐町の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

  １，５０５，３４５千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出 

  予算補正」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度

額は、「第２表  債務負担行為」による。 

 

 

令和６年１２月１３日提出 

令和６年１２月１７日議決 

                                                                甲佐町長  甲 斐 高 士 
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第 １ 表  歳  入  歳  出　予  算  補  正

歳　入 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

  4 県支出金 1,112,752 200 1,112,952

  1 県補助金 1,112,752 200 1,112,952

  7 繰入金 156,039 24 156,063

  1 一般会計繰入金 126,039 24 126,063

歳               入               合               計 1,505,121 224 1,505,345

－ 3 －



歳　出 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

  1 総務費 36,056 △61 35,995

  1 総務管理費 35,661 0 35,661

  2 徴税費 227 △61 166

  2 保険給付費 1,080,859 103 1,080,962

  2 高額療養費 156,025 3 156,028

  5 葬祭諸費 400 100 500

  5 保健事業費 20,458 197 20,655

  2 特定健康診査等事業費 17,990 197 18,187

  7 諸支出金 1,421 20 1,441

  1 償還金及び還付加算金 1,003 20 1,023

  8 予備費 14,898 △35 14,863

  1 予備費 14,898 △35 14,863

歳               出               合               計 1,505,121 224 1,505,345

－ 4 －



第２表 債務負担行為

限度額
千円

令和７年度 488

事      項 期      間

保健指導訪問用車借上料
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歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

１．総　括
（歳　入） （単位　千円）

款 補正前の額 補正額 計

  1 国民健康保険税 214,768 0 214,768

  2 使用料及び手数料 100 0 100

  3 国庫支出金 1 0 1

  4 県支出金 1,112,752 200 1,112,952

  5 財産収入 9 0 9

  6 寄附金 1 0 1

  7 繰入金 156,039 24 156,063

  8 繰越金 21,441 0 21,441

  9 諸収入 10 0 10

      歳          入          合          計 1,505,121 224 1,505,345

－ 6 －



（歳　出） （単位　千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補正額 計 特 　　   定 　    財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

  1 総務費 36,056 △61 35,995 0 0 24 △85

  2 保険給付費 1,080,859 103 1,080,962 3 0 0 100

  3 国民健康保険事業費納付金 351,418 0 351,418 0 0 0 0

  4 共同事業拠出金 1 0 1 0 0 0 0

  5 保健事業費 20,458 197 20,655 197 0 0 0

  6 基金積立金 10 0 10 0 0 0 0

  7 諸支出金 1,421 20 1,441 0 0 0 20

  8 予備費 14,898 △35 14,863 0 0 0 △35

 歳     出     合     計 1,505,121 224 1,505,345 200 0 24 0

－ 7 －

一 般 財 源



２．歳　入

第　4　款　県支出金 第　1　項　県補助金 （単位　千円）

節

区　　分 金　　額

1 保険給付費等交付金 1,112,752 200 1,112,952 1 普通交付金 3

2 特別交付金 197 特別調整交付金分（市町村分）                            

　　 　　計 1,112,752 200 1,112,952

第　7　款　繰入金 第　1　項　一般会計繰入金

金　額

1 一般会計繰入金 126,039 24 126,063 3 職員給与費等繰入 24

金

　　 　　計 126,039 24 126,063

－ 8 －

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

説　　　　　　　　　　　　明
区　分

目 補正前の額 補　正　額 計
節



３．歳　出

第　1　款　総務費 第　1　項　総務管理費 （単位　千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額

1 一般管理費 34,926 0 34,926 0 0 85 △85 財源内訳変更

　　計 35,661 0 35,661 0 0 85 △85

第　1　款　総務費 第　2　項　徴税費

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額

1 賦課徴収費 227 △61 166 0 0 △61 0 10 需用費 △42 印刷製本費                                      

11 役務費 △19 通信運搬費                                      

　　計 227 △61 166 0 0 △61 0

第　2　款　保険給付費 第　2　項　高額療養費

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額

3 一般被保険者 24 3 27 3 0 0 0 18 負担金補助及 3

高額介護合算 び交付金

療養費

　　計 156,025 3 156,028 3 0 0 0

－ 9 －

節

一般財源

補 正 額 の 財 源 内 訳
節

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

補 正 額 の 財 源 内 訳
節

特　　　定　　　財　　　源
一般財源



第　2　款　保険給付費 第　5　項　葬祭諸費 （単位　千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額

1 葬祭費 400 100 500 0 0 0 100 18 負担金補助及 100

び交付金

　　計 400 100 500 0 0 0 100

第　5　款　保健事業費 第　2　項　特定健康診査等事業費

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額

2 保健指導事業 6,333 197 6,530 197 0 0 0 10 需用費 197 消耗品費                                        

費

　　計 17,990 197 18,187 197 0 0 0

第　7　款　諸支出金 第　1　項　償還金及び還付加算金

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額

5 償還金 0 20 20 0 0 0 20 22 償還金利子及 20 令和３年度特別調整交付金返還金                  

び割引料

　　計 1,003 20 1,023 0 0 0 20

－ 10 －

節

一般財源

補 正 額 の 財 源 内 訳
節

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

補 正 額 の 財 源 内 訳
節

特　　　定　　　財　　　源
一般財源



第　8　款　予備費 第　1　項　予備費 （単位　千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額

1 予備費 14,898 △35 14,863 0 0 0 △35 予備費                                          

　　計 14,898 △35 14,863 0 0 0 △35

－ 11 －

節

一般財源


